
夜間・休日診療医療機関 

最終更新日日 2019年 12月 1日 

救急対応病院                        

初期対応 

病 院 名 診療科 電話番号 診療時間 

 

徳島市夜間休日急病診療所 

 

内・小児 

 

622-3576 

平日 PM7:30～PM10:30 

休日 AM9:00～PM0:30 

     PM1:30～PM5:00 

     PM6:00～PM10:30 

注記： 午後 10時 30分以降の対応については、小児科は徳島県立中央病院が、内科は２次

救急医療機関の救急医療機関が、それぞれ対応することになっています。 

 ２次救急医療機関の病院は、下記の医療機関（東部地域）となりますが、各医療機

関が診療科を分担していますので、必ず電話確認してから受診してください。 

注記： 日曜日・祝日、12月 31日、1月 1日から 1月 3日の午後 0時 30分から午後 1時 30

分の間は、昼食時間とさせていただきますが受付はいたします。 

持ってくる物 

 健康保険証、子ども医療費受給者証、後期高齢者医療被保険者証 など 

２次救急医療機関 

病 院 名 診  療  科 電話番号 

川島病院 内・循 631-0110 

手束病院 内・外・整・脳・産 674-0024 

博愛記念病院 内・循 669-2166 

沖の洲病院 内・循・整・外 622-7111 

徳島市民病院 内・循・児・整・外・脳・眼・耳・皮・泌・産 622-5121 

徳島健生病院 内・循・児・整・外・脳・眼 622-7771 

水の都脳神経外科病院 内・外・脳・脊髄外科 632-9299 

協立病院 内・整・外・脳 668-1070 

中洲八木病院 内・整・外 625-3535 

橘成形外科病院 内・整・外 623-2462 

田岡病院 内・循・児・整・外・脳・皮・泌 622-7788 

松永病院 内・児・循・整 632-3328 

天満病院 内・整 632-1520 

きたじま田岡病院 内・循・児・整・外・脳・皮 698-1234 



救命救急センター 

徳島県立中央病院 徳島大学医学部附属病院 徳島赤十字病院 

小児救急医療体制 

■東部地域（徳島市、鳴門市、板野郡、名東郡、名西郡、阿波市、吉野川市） 

☆午後 10時 30分までは、徳島市夜間休日診療所をご利用ください。 

医療機関名 受付日時 

 

徳島市夜間休日急病診療所 

月曜から土曜日 19時 30分から 22時 30分 

日曜・祝日、12月 31日、 

1月 1日から 1月 3日 

9時 00分から 12時 30分 

13時 30分から 17時 00分 

18時 00分から 22時 30分 

徳島県立中央病院 全日 22時 30分から翌 8時 30分 

注記： なお、紹介患者及び救急搬送患者については、県立中央病院で 24時間 365日受入れ

を行います。 

注記： 日曜日・祝日、12月 31日、1月 1日から 1月 3日の 12時 30分から 13時 30分の間

は、昼食時間とさせていただきますが受付はいたします。 

電話連絡先 

電話連絡先（休日・夜間窓口） 

医療機関名 所 在 地 電話番号 

徳島市夜間休日急病診療所 徳島市沖浜東 2-16 電話：088-622-3576 

徳島県立中央病院 徳島市蔵本町 1－10－3 電話：088-631-7151 

注記： 実際に受診される際には、念のため電話確認のうえ、おこしください。 

 

徳島救急医療電話相談（＃7119）を活用しょう！           

１徳島救急医療電話相談 

夜間・休日の急な病気やけがなどの際、家庭でどのように対処すればよいか、すぐに医療 

機関を受診したほうがよいかなど判断に迷ったときに、看護師等へ相談ができるものです。 

 

15 歳未満のお子さんが急な病気やけがをしたときは、「徳島こども医療電話相談（＃8000 ま

たは 088-621-2365）」に電話してください。 

 

【注意】相談はあくまで助言であり、電話による診断・治療はできません。 

 

２相談時間 

月曜日から土曜日：午後 6時から翌朝 8時まで 



日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日）：24時間対応 

 

３相談電話番号 

○固定電話（プッシュ回線）、携帯電話からは、（局番ないしの）＃7119 

○＃7119を利用できない場合には、088-622-6530 

※固定電話（ダイヤル回線）や IP 電話、一部の携帯電話など、＃7119 をご利用いただけな

い電話があります。 

 

４相談体制 

まず、相談員（看護師）が相談に応じ、より専門的な知識を要するものについては医師が対

応します。 

 

５相談料 

相談料は無料です。（県庁までの通話料金は利用者負担となります。） 

 

 

 

お問い合わせはこちら 

保健福祉部 医療政策課 広域医療室 広域医療担当 

   電話番号：088-621-2186 

   FAX番号：088-621-2898 

   メールアドレス：iryouseisakuka@pref.tokushima.jp 

 


